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な る ほ ど 兵 庫
Ｐａｒ
ｋ

－

Ｐ
Ｆ
Ｉ
に
よ
る
都
市
公
園
の
整
備

　

都
市
公
園
と
は
都
市
公
園
法
に
基
づ
き
国
ま
た
は
地
方

公
共
団
体
が
設
置
す
る
公
園
、
緑
地
等
を
指
す
。

　

国
土
交
通
省
「
都
市
公
園
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
に
よ
る

と
、
２
０
２
４
年
３
月
31
日
現
在
の
全
国
の
都
市
公
園
数

は
11
万
５
３
２
７
カ
所
（
前
年
比
＋
６
２
０
カ
所
）
そ
の

面
積
は
約
13
万
８
７
０
ha
（
同
＋
約
３
３
９
ha
）
で
あ
る
。

兵
庫
県
は
公
園
数
が
６
１
７
１
カ
所
（
同
＋
18
カ
所
、
全

国
７
位
）、
面
積
が
約
７
１
４
３
ha
（
同
＋
約
28　
ha
、
同

２
位
）
と
、
全
国
と
同
じ
く
、
い
ず
れ
も
増
加
し
て
い
る

〔
図
表
１
〕。

Ｐ
ａ
ｒ
ｋ

－

Ｐ
Ｆ
Ｉ
は
都
市
公
園
管
理
の
一
つ
の
切
り
札

　

公
園
数
の
増
加
に
伴
い
、
そ
の
維
持
・
管
理
に
か
か
る

費
用
が
膨
ら
む
。
加
え
て
市
民
サ
ー
ビ
ス
を
向
上
さ
せ
る

公
園
づ
く
り
の
費
用
も
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
口
減

少
、
少
子
高
齢
化
等
に
よ
る
税
収
の
減
少
や
社
会
保
障
費

の
増
加
に
よ
り
多
く
の
自
治
体
で
財
政
が
悪
化
し
、
必
要

な
予
算
の
確
保
が
難
し
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
中
、

注
目
さ
れ
て
い
る
の
が
都
市
公
園
法
に
基
づ
く
公
募
設
置

管
理
制
度
（
Ｐ
ａ
ｒ
ｋ

－
Ｐ
Ｆ
Ｉ
）
で
あ
る
。

　

Ｐ
ａ
ｒ
ｋ

－

Ｐ
Ｆ
Ｉ
は
２
０
１
７
年
の
同
法
改
正
に
伴

い
、
都
市
公
園
の
活
性
化
等
を
推
進
す
る
目
的
で
創
設
さ

れ
た
。
そ
の
特
徴
は
、
自
治
体
が
都
市
公
園
内
の
収
益
施

設
（
飲
食
店
等
）
の
維
持
・
管
理
等
を
行
う
民
間
事
業
者

を
公
募
で
選
定
し
、
民
間
事
業
者
は
収
益
施
設
か
ら
得
ら

れ
た
利
益
を
収
益
施
設
と
そ
の
周
辺
の
広
場
、
園
路
等
の

公
園
の
整
備
に
充
当
す
る
こ
と
を
条
件
に
都
市
公
園
法
の

３
つ
の
特
例
〔
図
表
２
中
央
右
〕
が
適
用
さ
れ
る
、
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
民
間
事
業
者
は
前
述
の
特
例
①
（
設
置

管
理
許
可
期
間
の
延
長
）
に
よ
り
長
期
的
視
野
に
立
っ
た

経
営
が
可
能
と
な
る
ほ
か
、
特
例
②
（
建
ぺ
い
率
の
緩

和
）
に
よ
り
、
大
き
な
収
益
施
設
の
建
築
が
可
能
に
な
る
。

ま
た
、
自
治
体
は
民
間
資
金
を
活
用
す
る
こ
と
で
、
公
園

整
備
、
管
理
等
に
か
か
る
財
政
負
担
の
軽
減
な
ど
、
官
民

双
方
に
メ
リ
ッ
ト
が
期
待
さ
れ
る
。
Ｐ
ａ
ｒ
ｋ

－

Ｐ
Ｆ
Ｉ

を
活
用
し
た
公
園
は
、
２
０
１
９
年
度
か
ら
24
年
度
に
か

け
て
年
間
約
20
～
30
カ
所
で
推
移
〔
図
表
３
〕
し
て
お
り
、

25
年
３
月
31
日
時
点
で
累
計
１
８
２
カ
所
で
活
用
さ
れ
て

い
る
。
都
道
府
県
別
で
は
東
京
都
（
18
カ
所
）、
神
奈
川

県
、
福
岡
県
（
14
カ
所
）
な
ど
大
都
市
圏
で
多
く
、
兵
庫

県
は
３
カ
所
（
全
国
18
位
）
と
な
っ
て
い
る
〔
図
表
１
〕。

兵
庫
県
内
に
お
け
る
Ｐ
ａ
ｒ
ｋ

－

Ｐ
Ｆ
Ｉ
活
用
事
例

　

兵
庫
県
に
お
い
て
は
神
戸
市
で
２
０
１
７
年
に
中
央
区

の
公
園
「
東
遊
園
地
」
で
、
市
と
地
元
企
業
が
連
携
し
て

公
園
内
に
芝
生
を
敷
き
、
カ
フ
ェ
を
併
設
す
る
な
ど
再
整

備
を
行
い
23
年
４
月
に
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン
し
た
。

整
備
後
は
定
期
的
に
演
奏
会
を
開
催
す
る
な
ど
公
園
に
賑

わ
い
を
生
み
出
し
て
い
る
。
ま
た
、
須
磨
区
の
須
磨
海
浜

公
園
で
は
、
老
朽
化
し
た
水
族
園
を
建
て
替
え
、
新
た
に

ホ
テ
ル
を
建
設
す
る
な
ど
再
整
備
を
行
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
公
園
に
は
地
域
住
民
の
活
動
や
憩
い
の
場

と
し
て
の
役
割
の
ほ
か
、
災
害
時
の
避
難
場
な
ど
の
役
割

も
あ
る
。
地
域
の
特
性
を
活
か
し
、
官
民
が
連
携
し
て
柔

軟
に
運
営
・
管
理
す
る
取
り
組
み
が
今
後
も
広
ま
る
こ
と

を
期
待
し
た
い
。　
　
　
（
主
任
研
究
員　

大
西　

康
介
）

〔図表１〕都市公園の現況〔図表２〕Park -PFIの概要

資料：国土交通省「公募設置管理制度（Park-PFI等の活用）の活用状況（2025年3月
31日時点）」より作成

資料：国土交通省「都市公園整備現況一覧表」および「公募設置管理制度（Park-PFI)
の都道府県別活用状況」より作成

（注）政令指定都市分を含む。面積は小数点以下第１位を四捨五入
　　 特定地区公園（カントリーパーク）、契約市民緑地、認定市民緑地を含む

資料：国土交通省 「公募設置管理制度（Park-PFI等の概要）」より転載
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都市公園等の数および面積
（2024年3月31日現在）

Park-PFIを活用した公園
（2025年3月31日時点）

都道府県 公園数 面積 公園数
（カ所） 順位 （ha） 順位 （カ所） 順位

東京都 8,874 1 6,121 3 18 1 
神奈川県 7,781 2 5,388 5 14 2 
北海道 7,733 3 14,334 1 5 10 
千葉県 7,654 4 4,426 9 5 10 
大阪府 7,006 5 5,074 7 13 4 
福岡県 6,291 6 4,847 8 14 2 
兵庫県 6,171 7 7,143 2 3 18 

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
山梨県 212 47 813 43 1 34 
合計 115,327 130,870 182

〔図表３〕Park -PFI活用状況の推移


